
【用 語 解 説】 

※アイウエオ順 

■インフルエンザウイルス 

インフルエンザウイルスは抗原性の違いから、A 型、B 型、C 型に大きく分類

される。人でのパンデミックを引き起こすのはA 型のみである。A 型はさらに、

ウイルスの表面にある赤血球凝集素（HA）とノイラミニダーゼ（NA）という、

２つの糖たんぱくの抗原性の違いにより亜型に分類される。（いわゆるA／H１N

１、A／H３N２というのは、これらの亜型を指している。） 

■感染症指定医療機関 

感染症法に規定する特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第

二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関のこと。 

※特定感染症指定医療機関：新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感

染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関

として厚生労働大臣が指定した病院。 

※第一種感染症指定医療機関：一類感染症、二類感染症又は新型インフルエン

ザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県が指定した病院 

※第二種感染症指定医療機関：二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の

患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院 

※結核指定医療機関：結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関とし

て都道府県知事が指定した病院若しくは診療所（これらに準ずるものとして政

令で定めるものを含む。）又は薬局 

■帰国者・接触者外来 

発生国からの帰国者や患者との濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症状等を有

するものを対象とした外来。都道府県等が地域の実情に応じて対応する医療機

関を決定する。帰国者・接触者外来を有しない医療機関でも新型インフルエン

ザ等の患者が見られるようになった場合等には、一般の医療機関（内科・小児

科等、通常、感染症の診療を行う全ての医療機関）で診療する体制に切り替え

る。 

■帰国者・接触者相談センター 

発生国から帰国した者又は患者への濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症状等

を有する者から、電話で相談を受け、帰国者・接触者外来に紹介するための相

談センター。 

■抗インフルエンザウイルス薬 

インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによって、インフルエ

ンザの症状を軽減する薬剤。経口内服薬のタミフル（商品名）や経口吸入薬の

リレンザ（商品名）などがある。 

■サーベイランス 

見張り、監視制度という意味。 

疾患に関して様々な情報を収集して、状況を監視することを意味する。特に、

感染症法に基づいて行われる感染症の発生状況（患者及び病原体）の把握及び

分析のことを示すこともある。 

■指定（地方）公共機関 



独立行政法人等の公共的機関及び医薬品又は医療機器の製造や販売、電気やガ

ス等の供給等の公益的事業を営む法人で、国及び都道府県知事が指定する機関

で、新型インフルエンザ等が発生したときに国や地方公共団体と連携して新型

インフルエンザ等対策の的確な実施が求められている。 

■人工呼吸器 

呼吸状態の悪化等が認められる場合に、患者の肺に空気又は酸素を送って呼吸

を助けるための装置。 

■新型インフルエンザ 

新たに人から人に感染する能力を有することとなったインフルエンザウイルス

を病原体とする人の感染症のインフルエンザをいう。毎年流行を繰り返す季節

性のインフルエンザとはウイルスの抗原性が大きく異なり、ほとんどの人がウ

イルスに対する免疫を獲得していないため、ウイルスが人から人へ効率よく感

染し、急速かつ大規模なまん延を引き起こし、世界的大流行（パンデミック）

となるおそれがある。 

■新感染症 

人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染症の疾

病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場

合の症状の程度が十毒であり、かつ当該疾病のまん延により国民の生命及び健

康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。（感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第６条第９項） 

■致命率 

流行期間中に新型インフルエンザにり患した者のうち、死亡した者の割合。 

■鳥インフルエンザ 

一般に、鳥インフルエンザは鳥の感染症であるが、稀に、鳥インフルエンザの

ウイルスが人に感染し、感染症を引き起こすことがある。元来、鳥の感染症で

ある鳥インフルエンザのウイルスが種差を超えて、鳥から人へ感染するのは、

感染した鳥又はその死骸やそれらの内臓、排泄物等に濃厚に接触した場合に限

られるとされている。また、人から人への感染は極めて稀であり、患者との長

期間にわたって感染防止策をとらずに濃厚に接触した家族内での感染が報告さ

れている。 

■濃厚接触者 

患者と長時間居合わせたなどにより、新型インフルエンザ等の病原体の感染が

疑われる者。 

■パンデミック 

感染症の世界的大流行。 

特に新型インフルエンザのパンデミックは、ほとんどの人が新型インフルエン

ザのウイルスに対する免疫を持っていないため、ウイルスが人から人へ効率よ

く感染し、世界中で大きな流行を起すことを指す。 

■パンデミックワクチン 

新型インフルエンザは発症した段階で、出現した新型インフルエンザウイルス

又はこれと同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチン。 

■病原性 



新型インフルエンザ対策においては、人がウイルスに感染した場合の症状の重

篤度として用いることが多い。なお学術的には、病原体が宿主（ヒトなど）に

感染して病気を起させる能力であり、病原体の侵襲性、増殖性、毒素の産生能、

宿主防衛機構の抑制能などを総合した表現。 

■プレパンデミックワクチン 

新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変

異する可能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチン（現

在、我が国ではH５N１亜型の鳥インフルエンザウイルスを用いて製造）。 






